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手続きの流れ 

申請者 江東区（建築課道路調査係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開発行為による道路取消しの場合であっても、建築基準法に基づく申請が必要となります。 

 この場合、開発行為の工事着手をもって道路位置取消しとなるため、工事着手後速やかに都市計画課へ工事

着手届出書を提出してください。（提出が確認された後、告示の手続きを行います） 

※申請内容により前後はありますが、申請図書一式の提出(正副２部)から告示までは約３週間要します。 

申請図書（案）の提出（1 部） 

（書類一式を揃え提出） 

申請図書（案）チェック 

現場調査等 

修正指示 修正等対応 

申請図書（案）チェック済み連絡 関係権利者押印 

申請図書一式の提出（正副２部） 

※手数料納入（42 条 1 項 5 号道路申請の場合のみ） 

申請受付 

（正副預かり） 

指定(変更)申請 

道路築造 

道路築造完了 

申請書類審査等 

（関係部署合議） 

取消し申請 

現場調査等 現場道路検査 

取消し申請（※開発行為の場合） 

工事着手届出書提出（都市計画課へ） 

合 格 

告示 

通知書の発行 

※告示をもって道路の指定・変更・取消しとなる 

通知書及び副本受理 

修正が無い場合 

修正がある場合 

※道路築造完了後、建築課道路調査係と検査日程の 

調整をしてください。 

事前相談 

・開発許可の対象になるか事前に都市計画課に確認すること 

・計画している道路が道に関する基準に適合するか、既存建築物の適法性が保たれるか等について

事前に建築課道路調査係に相談すること 

・関係部署への事前打合せをすること 
必要書類等の説明・手続きの説明等 

指定(変更)申請 


